
                                                     令和４年１２月２６日 
 
JA ほこた 「ほうれんそう」の残留農薬違反に伴う自主回収について 

 
令和４年１２月２３日（金）、札幌市衛生研究所から基準値を超える残留農薬が検出され

た旨の情報提供がありました。このため、当ＪＡでは、１２月２３日、取引先市場に連絡し
自主回収を依頼しました。通常の食生活において当該ほうれんそうを食べても直ちに健康
に影響を及ぼすことはありません。 
 
１．違反事実等 

・収去年月日 令和４年１２月１５日（木） 
・収 去 先 札幌みらい青果株式会社（北海道） 
・品   名 ほうれんそう 
・生 産 者 生産者番号８６４３ 
・出 荷 者 ほこた農業協同組合 
・検 出 値 パクロブトラゾール 0.94 ppｍ（基準値：0.01ppm） 
・検査 機関 札幌市衛生研究所 
・違反 条項 食品衛生法第１１条第２項 
 

２．当該「ほうれんそう」の出荷状況 
・出荷年月日  令和４年１２月４日（日）、１１日（日） 

  ・出 荷 先  ※調査中 
・自主回収対象 １７８箱（１箱あたり２００ｇ×２５袋入り） 
               ※１２月４日：８３箱、１２月１１日：９５箱 

３．参考  
  ・残留農薬の基準は、様々な実験結果に基づき高い安全性を見込んで設定されています。
パクロブトラゾールの１日許容摂取量（ＡＤＩ：食品に用いられたある特定の物質について、
生涯にわたり毎日摂取し続けても影響が出ないと考えられる一日あたりの量を体重１ｋｇ
あたりで示した値をいう。単位はｍｇ／ｋｇ体重／日。なお、動物実験によって悪影響が見
られなかった最大の量を安全係数で割って求める。安全係数としては、１００倍を用いてい
る。）は体重６０ｋｇの人の場合、今回、当該農薬が 0.94ppm（１ｋｇあたり 0.94ｍｇ）の
当該農薬が検出されているので、体重６０ｋｇの人が１．２８ｋｇ以上、毎日一生涯食べ続
けた場合に該当します。このことから、通常の食生活において当該「ほうれんそう」を摂食
したとしても、健康に影響を及ぼすことは考えられません。 

〇お問い合わせ先 JA ほこた営農情報センター 担当：北山課長 
                          電話０２９１－３６－２５１５ 


